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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和５年１月 24 日（火）午前８時 53 分～午前９時 24分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「令和５年狛江市議会第１回定例

会提出予定議案について」の説明をお願いします。

部 長 提出予定議案１「令和４年度狛江市一般会計補正予算（第６号）」、２「令

和４年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第２号）」は、内容整理中のた

め、改めて審議いただく予定です。３「令和５年度狛江市一般会計予算」、

４「令和５年度狛江市国民健康保険特別会計予算」、５「令和５年度狛江市

後期高齢者医療特別会計予算」、６「令和５年度狛江市介護保険特別会計予

算」、７「令和５年度狛江市駐車場事業特別会計予算」、８「令和５年度狛江

市下水道事業会計予算」は、令和５年度各会計の当初予算のため、後ほど審

議事項２で説明します。９「狛江市公告式条例の一部を改正する条例」は、

地方自治法の改正に伴う所要の改正です。10「狛江市組織条例の一部を改正

する条例」は、企画財政部から市史編さん室を廃止することに伴う改正です。

11「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部を改正する

条例」は、事業者等も市民協働の相手方とする改正等を行うものです。12「東

京都パートナーシップ宣誓制度の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」

は、シルバーピア入居関係及び職員の休暇制度等について東京都パートナー

シップ宣誓制度を適用するものです。13「狛江市土地開発基金条例を廃止す

る条例」は、設置目的を果たしたことに伴い条例の廃止をするものです。14

「狛江市多世代・多機能型交流拠点の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例」は、狛江市多世代・多機能型交流拠点の名称をふらっとなんぶ

と規定することから所要の改正をするものであり、３月 20 日に開設を予定

しているため議会初日に審議をお願いするものです。15「狛江市国民健康保

険条例の一部を改正する条例」は、出産育児一時金の支給金額を 42 万円か

ら 50 万円に増額する改正です。16「狛江市学童保育所設置条例及び狛江市
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放課後クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、医療

的ケア児の入所に対応するための所要の改正です。17「狛江市道路構造基準

条例の一部を改正する条例」は、道路構造令の一部が改正されたことにより、

歩行者利便増進道路の構造基準に関する規定を設けることに伴う所要の改

正です。18「狛江市副市長の選任につき同意を求めることについて」は、地

方自治法第 162 条に基づき、議会の同意を求めるものです。

追加提出予定議案１「狛江市税条例の一部を改正する条例」、２「狛江市

都市計画税条例の一部を改正する条例」及び３「狛江市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例」は、地方税法等の改正に伴う一部改正ですが、法律

の改正が早ければ追加議案として提出を予定していますが、例年３月 31 日

に法改正となるため、その場合は専決処分とする予定です。

市 長 副市長については、引き続き平林副市長に再任をお願いします。

副市長 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が２類から５類に移行す

ることに伴い条例改正が必要なものがないか、確認をしてください。

市 長 特に意見等なければ、案のとおり決定します。続いて審議事項２「令和５

年度当初予算案について」の説明をお願いします。

部 長 資料「令和５年度会計別予算規模」及び「補助金評価概要」を併せて説明

します。まず、「令和５年度会計別予算規模」です。一般会計については、

予算額約316億1,800万円で令和４年度比約２億9,800万円、1.0％の増となっ

ています。増額した主な要因としては、プラスチック類ごみの分別収集を開

始することや、私立保育園の改築費及び認知症高齢者グループホーム整備費

への補助、調布都市計画道路３・４・16号線整備費（電中研前）、狛江駅周

辺の快適な空間づくり事業、（仮称）駒井公園整備に係る用地取得等のほか、

国民健康保険特別会計繰出、介護保険特別会計繰出、後期高齢者医療特別会

計繰出等の増額によるものです。特別会計は、全体では予算額約179億5,700

万円で令和４年度比約３億3,500万円、1.9％の増となっています。下水道事

業会計は、収益的収支の収入が約3,400万円、2.3％の増、支出が約3,700万

円、2.7％の増、資本的収支の収入が約１億4,300万円、39.6％の減、支出が

約１億3,100万円、25.1％の減となっています。

なお、一般会計については、歳出額に対して、歳入額が約9,000万円程、不

足している状況ですが、予算案の確定までに財源の調整をしていきます。

続いて、６ページ「補助金評価概要」です。令和５年度予算編成の中で、

令和４年度末に終期を迎える補助金について整理しています。終期を迎える

21件の補助金のうち、継続17件、拡充１件、見直し１件、廃止２件としてい

ます。本庁議で了承いただければ、庁議終了後、各課に内示を行います。そ

の後、復活要求があれば、１月26日正午までに財政課へ連絡してください。
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復活の財源はないため、部内での組替えでの対応となります。また、予算に

併せて例規改正等が必要なものについては、予算特別委員会までに対応して

ください。

市 長 特に意見等なければ、案のとおり決定します。

次に、報告事項１「総務省自治税務局市町村税課への派遣研修職員の募集

について」を報告してください。

部 長 総務省自治税務局市町村税課への派遣期間は、令和５年４月１日から令和

６年３月31日までの１年間となります。対象は一般事務の主任職又は主事職

の職員で、令和５年３月31日現在、狛江市における勤続年数が３年以上、概

ね35歳までの職員を対象とします。自治体にとって、地方分権が進展する現

在、地方税財源の更なる充実及び確保が最重要課題となっています。今回の

派遣では、賦課徴収の仕事にとどまらず、新たな税制度を企画、立案する現

場を体験し、その増減収額、課税実務や経済界への影響、更には納税者への

理解等を踏まえた多面的な分析の有様を肌で感じてもらうことを研修目的

とします。特に多様な意見が交わされる税制調査会の実務を体験の上、派遣

終了後、市でその知見を活かして活躍していただくことを想定しています。

希望者は２月３日までに、各所属部長を通じて職員課長に申込みをお願いし

ます。複数の応募があった場合は、希望者との面談及び所属課長等の意見を

参考に選考します。

なお、庁議終了後、通知文を庁内掲示板にて周知するため、併せて職員へ

の周知をお願いします。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 毎年募集している東京都派遣については、令和５年度は募集なしでしょう

か。

部 長 令和５年度東京都派遣については、令和４年度東京都派遣職員の派遣期間

が２年間であり、１年目は振興企画課に派遣となっていますが、２年目は市

町村課に異動する調整がついているため、今回新規での募集はありません。

市 長 その他ありますか。

部 長 「狛江市小中高生コンサート」の実施結果についてです。１月 21 日に実

施し、小学校４校、中学校２校、都立狛江高校の計７校、約 400 人の子ども

たちに出演いただきました。吹奏楽・箏・歌による演奏や、ダンスによるパ

フォーマンス等、幅広いジャンルで「音楽の街－狛江」の子どもたちの活動

を市民の方に知っていただく機会となり、当日は延べ 3,150 人の来場があり

ました。しかしながら、当日のリハーサル中に中学生１人が転倒による怪我

があり、現在学校とも連絡を取りながら対応をしています。本事業の実施に

際しては学校関係者のほか、庁内各部署の協力により、滞りなく終了するこ
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とができました。

市 長 他にありますか。

部 長 新指定収集袋の販売開始についてです。５月 31 日庁議で決定された新指

定収集袋の販売を２月より開始します。２月２日及び３日に販売店舗へ納品

し、各店舗において現在の収集袋の在庫状況に応じて販売開始します。店舗

への指定収集袋の変更に係る連絡は完了しています。市民に対する周知は、

本庁議終了後に市ホームページ及びＳＮＳ、ごみ分別アプリにより行います。

市 長 収集袋変更に伴い、混乱のないように配慮してください。他にありますか。

部 長 駒井町で発生した強盗殺人事件についてです。１月 19 日に発生した駒井

町の強盗殺人事件に関する市の対応として、１月 23日から 27 日までの間、

児童の登下校時に教育部及び総務部で青色回転灯搭載車両による市内パト

ロールを実施しています。また、先週に続き犯罪予告が市にファクシミリで

入ったため、情報提供します。１件目は、「東京都にいる児童 334 人誘拐し

ます。やめて欲しかったら現金 30 万円を指定した住所に郵送しろ。１月末

までに現金が送られてこなかったら実行する。」というものです。また、２

件目は、法律事務所の弁護士を名乗っており、「誘拐を止めて欲しかったら、

当職を捕まえるなり。」という内容です。本件については、１月 23 日に安心

安全課から調布警察署へ相談を入れており、同内容のファクシミリは、他の

多摩地域の市にも届いていることを確認しています。

市 長 駒井町で発生した痛ましい事件については、全国的に報道されており、不

安に思っている市民の方が多くいます。防犯パトロール等により防犯体制を

強化しているところですが、パトロール強化等について周知をして安心いた

だくことが必要だと思います。現在捜査中であるため事件に関する情報は市

には入っていませんが、令和５年度予算についても防犯面強化に関して調整

することになると思います。また、市と防犯協会、交通安全協会及び町会等

の見守り活動団体との連携等の今後に向けた更なる防犯強化について検討

してください。他にありますか。

部 長 寒波の予報についてです。関東地方に寒波が接近しており、降雪や路面の

凍結等が予想されるため、各部対応をお願いします。塩化カルシウム等が必

要であれば総務課まで連絡してください。

市 長 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類について、春頃に２類から

５類への移行が検討されています。迅速な対応のため、国からの通知を待つ

のではなく事前の検討や対応をお願いします。また、感染症対策用として購

入したパーテーションや手指消毒用アルコール等について、安易に廃棄せず

有効活用するよう、物品を使用している部署で検討してください。

他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、１月 31 日
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午前９時 00 分から開催します。


